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補 1.1－７－１ 

 

既許可における有毒ガス防護の対応状況及び妥当性の確認 

 

１．はじめに 

再処理施設に対する有毒ガスの影響及び防護対策については，新規制基

準適合性審査における事業変更許可（以下，「既許可」という。）において

考慮している事項である。 

一方，規則改正により，事業指定基準規則 第 20 条（制御室等）及び第

26 条（緊急時対策所）において，有毒ガスが発生した場合に運転員及び緊

急時対策所の指示要員の対処能力が損なわれるおそれがある有毒ガスの発

生源に対し，有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガ

スの発生を検出した場合に制御室及び緊急時対策所で自動的に警報するた

めの装置（以下，「有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置」という）

の設置が追加で要求されている。 

また，技術的能力審査基準において，有毒ガス発生時の重大事故等に対

処する要員の防護に関して，吸気中の有毒ガス濃度を基準値以下とするた

めの手順と体制の整備，予期せず発生する有毒ガスへの対策等の具体的要

求事項が追加されている。 

上記に関しては，規則改正に合わせて，有毒ガス防護に係る影響評価ガ

イド（以下，「影響評価ガイド」という）が策定されており，人体影響の観

点から，有毒ガスが施設の安全性を確保するために必要な要員の対処能力

に影響を与えないことを評価するための方法やとるべき対策が具体化され

ている。 

ここでは，影響評価ガイドを参考とし，技術的能力審査基準 1.1（以下，

「技術的能力 1.1」）に係る既許可の防護対策等に対して，改めて考慮すべ

き事項の有無，既許可で考慮していた事項の妥当性の確認を行う。 
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２．有毒ガス防護に係る既許可の設計方針 

影響評価ガイドで規定されている発生源，防護対象者，検知手段及び防

護対策の４つの観点で以下の通り整理した。 

（１） 発生源 

既許可では，技術的能力 1.0 で想定する作業環境のうち，屋内作業環境

の雰囲気の悪化をもたらす発生源として以下の通り想定している。 

・機器からの化学薬品漏えい 

 

（２）防護対象者 

再処理施設においては，重大事故等対処上特に重要な操作を行う要員を

限定せず，重大事故等対策に関わる非常時対策組織要員全員を防護対象と

し，制御室にとどまる実施組織要員，緊急時対策所にとどまる要員及び屋

内外で重大事故等対処を実施する要員としている。 

技術的能力1.1の防護対象者は屋内で重大事故等対処を実施する実施組

織の要員及び中央制御室にて指示を行う者である。 

なお，このうち，中央制御室にとどまる要員は，技術的能力 1.11 で整

理する。また，重大事故対処時の体制に含まれる緊急時対策所にとどまる

要員については，技術的能力 1.13 で整理する。 

 

（３）検知手段 

既許可では，敷地内で発生する有毒ガスについて，現場作業を行う作業

員により異常を検知することが可能であり，所持している通信連絡設備を

用いた中央制御室への通信連絡あるいは直接の口頭連絡により，有毒ガス

の発生を認知することができる。また，中央制御室から所内の必要な箇所

に連絡を行うことにより，所内で作業中の実施組織の要員に連絡すること
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補 1.1－７－３ 

 

ができる。 

以上の内容を有毒ガスに関して纏めると以下の通りとなる。 

① 敷地内固定施設からの有毒ガス発生の検知手段 

・中央制御室等との連絡手段の確保 

なお，制御室及び緊急時対策所に対する検知手段については，技術的能

力 1.11 及び 1.13 に記載した内容により，有毒ガスの発生が検知可能であ

る。 

 

（４）防護対策 

作業環境に影響を及ぼす事象に対し，作業環境に応じた防護具の配備及

び着用が可能な設計としている。 

なお，実施組織要員が使用する有毒ガスの防護具については，補足説明

資料 1.0－２に整理する。 

また，制御室及び緊急時対策所については，技術的能力 1.11 及び 1.13

に整理する。 

 

３．影響評価ガイドに照らした確認 

  ２．の設計方針を踏まえ，影響評価ガイドで規定されている発生源，防

護対象者，検知手段及び防護対策の４つの観点で確認を行い，既許可の対

応で妥当であることを確認した。確認結果の概要を以下に示す（詳細は,別

紙１「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」の整理方法について，別

紙２有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表参照）。 

（１）発生源 

影響評価ガイドの有毒ガスの発生源は，有毒化学物質の揮発等（気体の

漏えい及び液体の漏えいによる揮発）により発生するもの及び他の化学物
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質等との反応によって発生する以下のものを対象としている。 

 敷地内に保管されている有毒化学物質 

 敷地外（制御室から半径 10km 以内）に保管されている有毒化学物質 

 敷地内で輸送される有毒化学物質 

 

既許可では，臨界事故時に想定される屋内作業に対する有毒ガス発生源

として，機器からの化学薬品漏えいを考慮している。 

なお，火山の影響，森林火災，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏

えい，近隣工場等の火災及び爆発，航空機落下に対しては，第 33 条に整理

する。  

したがって、既許可において，新たに対象とすべき有毒ガスの発生源は

なく，既許可の対応で妥当であることを確認した。 

 

（２）防護対象者 

影響評価ガイドの防護対象者は，①制御室にとどまる運転員（設計基準）

/実施組織要員（重大事故），②緊急時対策所にとどまる要員，③屋外で重

大事故等対処を実施する要員としている。 

技術的能力1.1では①及び屋内で重大事故等対処を実施する要員につい

て考慮していることから，既許可の対応で妥当であることを確認した。 

なお，②については技術的能力 1.13，③については屋外作業を伴う技術

的能力 1.2 等において考慮されている。 

 

（３）検知手段 

影響評価ガイドの検知手段は以下としている。 

発生源 検知手段 
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①敷地内の固定施設 有毒ガスの発生又は発生の兆候を検出する装置

及び有毒ガスの到達を検出するための装置 

②敷地内の可動施設 可動源に対する立会人による認知 

③敷地外の固定施設 敷地外からの連絡 

－消防，警察，海上保安庁，自衛隊 

－地方公共団体（例えば，防災有線放送，防災行

政無線，防災メール，防災ラジオ等） 

－報道（例えば，ニュース速報等） 

－その他有毒ガスの発生事故に係る情報源 

④共通 異臭がする等の異常の確認 

有毒ガスの発生又は到達を認知した場合や，上記

異常を確認した場合の通信連絡設備による伝達 

 

既許可では，中央制御室等との通信連絡により，以下の通り検知できる

設計としており妥当であることを確認した。 

④共通 

有毒ガスの発生を認知した者から中央制御室へ連絡することが可能で

ある。また，制御室で認知した異常についは，通信設備等により作業員へ

連絡することとしている。 

 

（４）防護対策 

影響評価ガイドの防護手段は，以下のいずれか又は複数を考慮すること

としている。 

 換気空調設備の隔離（外気連絡の遮断及び酸欠防止等のための外気取

入れの再開） 

 制御室等の正圧化 

 空気呼吸具等（酸素呼吸器，防毒マスクを含む）の配備 

 敷地内の有毒化学物質の中和等の措置（終息活動） 

 

技術的能力 1.1 では，発生源に対する防護対策として，作業環境に応じ
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た防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することと

している。 

このため，既許可の対応は，影響評価ガイドの防護手段の空気呼吸具等

の防護具の配備に該当することから，既許可の対応で妥当であることを確

認した。 

なお，制御室及び緊急時対策所の防護対策については，技術的能力 1.11

及び 1.13 で整理する。 

 

４. 整理資料への反映 

技術的能力 1.1 に係る既許可の申請書及び整理資料を確認した結果，既

許可の対応で妥当であることを確認した。 

追加要求事項に対する対応が必要な事項，及び記載の適正化・明確化が

必要な事項について，整理資料へ反映するものはない。 

 

＜追加要求事項への対応＞ 

 なし 

 

＜記載の適正化・明確化＞ 

 なし 

 

以 上 
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別紙 1「有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表」の整理⽅法について 
 

補 1.1-7-別 1-1 
 

「大気（作業環境）の汚染事象」に対する既許可の対応について，以下の方法

で別紙 2に整理表（4段表）としてまとめ，既許可の防護対策等に対し改めて考

慮すべき事項の有無についての確認を行い，既許可で考慮していた事項の妥当

性の確認を行う。 

 

1. 事業指定申請書（既許可） （左から 1列目） 

 事業指定申請書において有毒ガスに係る事項を抽出して条文毎に整理表を作

成し，整理表内で，本文-添付間の構成単位（以下「パート」という。）でまとめ，

影響評価ガイドの「６．有毒ガス防護に係る妥当性の判断」の項目（発生源，防

護対象者，検知手段及び防護対策）に該当する箇所を色塗りする。 

 

・発生源 

・防護対象者 

・検知手段 

・防護対策 

 

2. 既許可の対応 （左から 2列目） 

1.で色塗りした発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策の項目毎に各パー

トの既許可の対応を整理する。必要に応じ，関係する条文の情報を含めて記載す

る。 

また，既許可の各条文の整理資料を確認し，発生源，防護対象者，検知手段及

び防護対策の観点で整理資料に更に具体的に記載されている場合は，これを含

めて整理する。（したがって，左から 1列目（1.の色塗り）と 2.の既許可の対応

が一致しないことがある。） 

 

3. 影響評価ガイドに基づく確認 （左から 3列目） 

2．で整理した既許可の対応（整理資料の内容を含む）について，パート単位

で発生源，防護対象者，検知手段，防護対策毎に，影響評価ガイドに示される有

毒ガス防護のための対応と比較し，「大気（作業環境）の汚染事象」に対する既

許可の対応について，既許可の対応で十分であるか，明確化もしくは追加すべき

事項として新たに考慮すべき事項の有無を整理する。 

 

3.1. 発生源 

「大気（作業環境）の汚染事象」について，各条文で考慮すべき事象の範囲

において，影響評価ガイドに示される有毒ガス発生源と比較して，新たに対象

とすべき発生源があるか。 
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＜影響評価ガイドの有毒ガス発生源＞ 

以下の有毒化学物質の揮発等（気体の漏えい及び液体の漏えいによる揮発）

により発生するもの及び他の化学物質等との反応によって発生するもの。 

 敷地内に保管されている有毒化学物質 

 敷地外（制御室から半径 10km 以内）に保管されている有毒化学物

質 

 敷地内で輸送される有毒化学物質 

 

3.2. 防護対象者 

「大気（作業環境）の汚染事象」から防護する者について，各条文で考慮す

べき防護対象者の範囲において，設計基準では①及び②，重大事故では①～③

を対象とし，その一部または全体が考慮されているか。 

＜影響評価ガイドの防護対象者＞ 

① 制御室にとどまる運転員（設計基準）/実施組織要員（重大事故） 

② 緊急時対策所内にとどまる要員 

③ 屋外で重大事故等対処を実施する要員 

 

3.3. 検知手段 

「大気（作業環境）の汚染事象」に対し防護措置を講じるために，影響評価

ガイドに示される各発生源に対応した検知手段と比較して，新たに対応すべき

検知手段があるか。 

＜影響評価ガイドの対応＞ 

以下の検知手段及びその手順と体制の整備。 

（敷地内の固定施設） 

 有毒ガスの発生又は発生の兆候を検出する装置及び有毒ガスの到達

を検出するための装置 

（敷地内の可動施設） 

 可動源に対する立会人による認知 

（敷地外の固定施設） 

 敷地外からの連絡 

－消防，警察，海上保安庁，自衛隊 

－地方公共団体（例えば，防災有線放送，防災行政無線，防災メール，

防災ラジオ等） 

－報道（例えば，ニュース速報等） 

－その他有毒ガスの発生事故に係る情報源 
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（共通） 

 異臭がする等の異常の確認 

 通信連絡設備による伝達 

 

3.4. 防護対策 

「大気（作業環境）の汚染事象」から防護対象者を防護するための対策につ

いて，影響評価ガイドに示される①～③の何れかの防護対策と比較して，新た

に対応すべき防護対策があるか。また，化学物質の漏えいに対して④の終息活

動の措置が取られているか。 

 

＜影響評価ガイドの防護対策＞ 

以下の防護対策及びその手順と体制の整備。 

① 換気空調設備の隔離（外気連絡の遮断及び酸欠防止等のための外気

取入れの再開） 

② 制御室等の正圧化 

③ 空気呼吸具等（酸素呼吸器，防毒マスクを含む）の配備 

④ 敷地内の有毒化学物質の中和等の措置（終息活動） 

 

4. 整理資料への反映事項 （左から 4列目） 

 1.～3.の確認結果から，影響評価ガイドの項目（発生源，防護対象者，検知手

段及び防護対策）で既許可の対応を確認した結果に基づき，追加要求事項に対す

る対応が必要な事項及び記載の適正化・明確化が必要な事項を整理し，条文毎に

整理資料への反映事項を整理する。 

  

以上 
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補足説明資料 1.1-７ 

別紙２  
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目次 

  技術的能力（1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等）

(補 1.1-7-別 2-1) 

【本文  第５表  重大事故等対処における手順の概要（ 2／

15）】 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の

概要（2／15）】 

【添付書類八 1.b.(a)i.可溶性中性子吸収剤の自動供給】 

【添付書類八 1.b.(a)ⅱ .  可溶性中性子吸収材の手動供給】 

【添付書類八  1.b.(a)ⅳ .  臨界事故により発生する放射線

分解水素の掃気】 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.1） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
補 1.1-7-別 2-1 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.整理資料への反映事項 

技術的能力（1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（2

／15）】（P807） 

1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 重大事故等対処設備を使用するために屋内アクセス

ルートを通行する際には，環境条件として以下の発生

源を考慮する必要がある（第 33 条の整理表より）。 

 化学薬品の漏えい 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 技術的能力 1.1 は，臨界事故の拡大を防止するための

手順等である。このため，本手順の防護対象者は，屋

内で重大事故等対処を実施する実施組織の要員及び

中央制御室にて指示を行う要員である。 

 中央制御室にとどまる要員については技術的能

力 1.11 にて記載する。 

 緊急時対策所にとどまる要員については技術的

能力 1.13 にて記載する。 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用すること 

 中央制御室にとどまる要員については技術的能

力 1.11 にて記載する。 

 緊急時対策所にとどまる要員については技術的

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，臨界事故時に想定される屋内作

業に対する有毒ガス発生源として，機器からの化学薬

品漏えいを考慮している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドの防護対象者は，①制御室にとどまる

運転員（設計基準）/実施組織要員（重大事故），②緊

急時対策所にとどまる要員，③屋外で重大事故等対処

を実施する要員とし，重大事故では①～③が対象とな

る。 

 技術的能力 1.1 では，③及び屋内で重大事故等対処を

実施する要員について考慮している。 

 ①については技術的能力 1.11，②については技

術的能力 1.13 の手順にて考慮している。 

 よって重大事故時には，①～③を考慮していることか

ら，既許可の対応で妥当であることを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，異常を検知した作業員が中央制

御室へ連絡するための手段を確保することにより，有

毒ガスの発生を検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具を中央

技術的能力 1.1 に係る既許可の申請書及び整理資料を

確認した結果，既許可の対応で妥当であることを確認し

た。 

追加要求事項に対する対応が必要な事項，及び記載の適

正化・明確化が必要な事項について，整理資料へ反映する

ものはない。 

 

＜追加要求事項への対応＞ 

なし 

 

＜記載の適正化・明確化＞ 

なし 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.1） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
補 1.1-7-別 2-2 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.整理資料への反映事項 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手

順の概要（2／15）】（P8-5-5） 

1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

 

能力 1.13 にて記載する。 

 

制御室に配備し，移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとしている。 

 影響評価ガイドの「空気呼吸具等（酸素呼吸器，

防毒マスクを含む）の配備」に該当する防護対策

を講じている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

 中央制御室にとどまる要員については技術的能

力 1.11 にて記載する。 

 緊急時対策所にとどまる要員については技術的

能力 1.13 にて記載する。 

 

【添付書類八 1.b.(a)i.可溶性中性子吸収剤の自動供

給】（P8-添 1-20） 

ｂ．重大事故時の手順 

(ａ) 臨界事故の拡大防止対策の対応手順 

ⅰ．可溶性中性子吸収材の自動供給 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

 （略） 

 重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.1） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
補 1.1-7-別 2-3 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.整理資料への反映事項 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手

段を確保する。 

夜間においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【添付書類八 1.b.(a)ⅱ. 可溶性中性子吸収材の手動供

給】（P8-添 1-25） 

ⅱ．可溶性中性子吸収材の手動供給 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手

段を確保する。 

夜間においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【添付書類八 1.b.(a)ⅳ. 臨界事故により発生する放射

線分解水素の掃気】（P8-添 1-25） 

ⅳ. 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性重大事故の対処においては，通常の安

全対策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用するこ

ととする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手

段を確保する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.1） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
補 1.1-7-別 2-4 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.整理資料への反映事項 

夜間においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 
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令和３年８月 19 日 R22 

 

 

 

 

 

１．２ 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための

手順等 
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補 1.2－６－１ 

 

１．２-６ 既許可における有毒ガス防護の対応状況及び妥当性の確認 

 

１．はじめに 

再処理施設に対する有毒ガスの影響及び防護対策については，新規制基

準適合性審査における事業変更許可（以下「既許可」という）において考

慮している事項である。 

一方，規則改正により，事業指定基準規則 第 20 条（制御室等）及び第

26 条（緊急時対策所）において，有毒ガスが発生した場合に運転員及び緊

急時対策所の指示要員の対処能力が損なわれるおそれがある有毒ガスの発

生源に対し，有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガ

スの発生を検出した場合に制御室及び緊急時対策所で自動的に警報するた

めに装置（以下，「有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置」という）

の設置が追加で要求されている。 

また，技術的能力審査基準において，有毒ガス発生時の重大事故等に対

処する要員の防護に関して，吸気中の有毒ガス濃度を基準値以下とするた

めの手順と体制の整備，予期せず発生する有毒ガスへの対策等の具体的要

求事項が追加されている。 

上記に関しては，規則改正に合わせて，有毒ガス防護に係る影響評価ガ

イド（以下，「影響評価ガイド」という）が策定されており，人体影響の観

点から，有毒ガスが施設の安全性を確保するために必要な要員の対処能力

に影響を与えないことを評価するための方法やとるべき対策が具体化され

ている。 

ここでは，影響評価ガイドを参考とし，技術的能力審査基準 1.2（以下，

「技術的能力 1.2」）に係る既許可の防護対策等に対して，改めて考慮すべ

き事項の有無についての確認を行い，既許可で考慮していた事項の妥当性
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補 1.2－６－２ 

 

の確認を行う。 

 

２．有毒ガス防護に係る既許可の設計方針 

影響評価ガイドで規定されている発生源，防護対象者，検知手段及び防

護対策の４つの観点で以下の通り整理した。 

（１）発生源 

技術的能力 1.2（蒸発乾固）は，地震又は火山の影響を起因とする重大

事故への対処手順である。 

重大事故時の作業環境の雰囲気の悪化をもたらす発生源は，技術的能力

1.0 で整理した有毒ガスの発生源と同じであることから，以下の通り想定

している。 

・ 有毒ガス（第９条で想定する敷地内における化学物質の漏えいに伴う有毒

ガス，敷地外の固定施設及び可動施設からの有毒ガス。また，第 12 条で

想定する化学薬品の漏えいにより発生することが想定される有毒ガスも

含まれる。） 

・ 火災の二次的影響によるばい煙及び有毒ガス（第９条で想定する森林火災，

航空機落下，近隣工場等の火災，爆発により発生するもの。また，第５条

で想定する内部火災による煙及び燃焼生成物も含まれる。） 

・ 降下火砕物（第９条で想定する火山の影響によるものであり，降下火砕物

に付着している毒性のある火山ガス成分が対象。） 

 

（２）防護対象者 

再処理施設においては，重大事故等対処上特に重要な操作を行う要員を

限定せず，重大事故等対策に関わる非常時対策組織要員全員を防護対象と

し，制御室にとどまる実施組織要員，緊急時対策所にとどまる要員及び屋
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補 1.2－６－３ 

 

内外で重大事故等対処を実施する要員としている。 

技術的能力1.2の防護対象者は屋内外で重大事故等対処を実施する実施

組織の要員及び中央制御室にて指示を行う者である。 

なお，このうち，中央制御室にとどまる要員は，技術的能力 1.11 で整

理する。また，重大事故対処時の体制に含まれる緊急時対策所にとどまる

要員については，技術的能力 1.13 で整理する。 

 

（３） 検知手段 

既許可では，敷地内で発生する有毒ガスについて，現場作業を行う作業

員により異常を検知することが可能であり，所持している通信連絡設備を

用いた中央制御室への通信連絡あるいは直接の口頭連絡により，有毒ガス

の発生を認知することができる。また，中央制御室から所内の必要な箇所

に連絡を行うことにより，所内で作業中の実施組織の要員に連絡すること

ができる。 

地震起因による蒸発乾固への対応時は，初動対応の結果に加え，対処開

始後に，機器の損傷による漏えいの発生の有無を確認することにより検知

できることとしている。 

その他，公的機関からの降灰予報等の気象情報を入手できる設備により，

火山の影響を把握することができる。  

以上の内容を有毒ガスに関して纏めると以下の通りとなる。 

① 敷地内固定施設からの有毒ガス発生の検知手段 

・中央制御室等との連絡手段の確保 

・機器の損傷による漏えいの発生の有無の確認 

その他，制御室及び緊急時対策所からの通信連絡並びに嗅覚による異常

の検知等，技術的能力 1.0 に記載した内容により，有毒ガスの発生が検知
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補 1.2－６－４ 

 

可能である。 

 

（４）防護対策 

作業環境に影響を及ぼす事象に対し，作業環境に応じた防護具の配備及

び着用が可能な設計としている。 

なお，実施組織要員が使用する有毒ガスの防護具については，補足説明

資料 1.0－２に整理する。 

また，既許可で想定する技術的能力 1.0 で整理した有毒ガスの発生源に

対する防護対策は，技術的能力 1.0，制御室及び緊急時対策所については，

技術的能力 1.11 及び 1.13 に整理する。 

 

３．影響評価ガイドに照らした確認 

  ２．の設計方針を踏まえ，影響評価ガイドで規定されている発生源，防

護対象者，検知手段及び防護対策の４つの観点で確認を行い，既許可の対

応で妥当であることを確認した。確認結果の概要を以下に示す（詳細は,別

紙-１「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」の整理方法について，別

紙-２有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表参照）。 

（１）発生源 

影響評価ガイドの有毒ガスの発生源は，有毒化学物質の揮発等（気体の

漏えい及び液体の漏えいによる揮発）により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生する以下のものを対象としている。 

 敷地内に保管されている有毒化学物質 

 敷地外（制御室から半径 10km 以内）に保管されている有毒化学物質 

 敷地内で輸送される有毒化学物質 

また，影響評価ガイドでは，技術的能力の追加要求事項に示されている
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